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法人本部の近く下九沢御嶽（みたけ）神社 

お正月にご利用者と初詣に行きます 
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令和 5 年度法人活動理念 

 

   本   

法人活動の 本   

 ） 公    非 利         持 遵   公 の利    と た活動 行  

 ）  福祉の担 手と     福祉の核と   

 ）行政   の まざま 社会資 と協働   福祉ネッ ワ   構築す  

 ）  の福祉   と社会資 と   ぐ役割  たす 

 ）  の  フティ ネッ の役割  たす 

 ） に人権尊重の視点    ビ の質の   図  

７）社会     の遵   底す   体制 築く 

 ）     福祉人材の   行  

 

  者福祉  の 本   

 ） 人福祉      険  所と  の   

 ） の人    活の   支援す    

 ）健康     楽 く 活 き    

 ）  に密着 た 活の支援 行    

 ） 活の場の専門 の   図    

  す   

①利用者 家庭     の     に対応          

② 人 人の利用者の尊厳と権利 擁 す  利用者主体の   

③健康    温  親 みとく ろ だ雰囲気  切にす    

④利用者の の人     切にす    と  あ    

⑤社会  責   たす と  き     の  支援 

 

教   童福祉  の 本   

 ）教   童福祉  と  の   

 ）家庭との  の下に  と教  お      

 ）健康   に楽 く 活 き    

 ）  に密着 子  支援 行    

 ）教    の専門 の   図    

  す   

①子供 家庭     場  の   に対応       教     

② 人 人の子供  切に た将  見据 た教     

③健康    温  親 みとく ろ だ雰囲気  切にす 教     

④子供に人  あふ た感    た に     と  のあ 教     

⑤社会  責   たす と 出      の教    支援   

 

 

 

「ゆとり介護」で 

その人らしさを大切に！ 

「ゆとり保育」で 

すくすく、のびのび、みんなにこにこ！ 

みんなでつくる 

みんなの笑顔！ 
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教育・保育の理念・方針・目標 

１．教育・保育理念 

 １人ひとりの子どもを大切にし、子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す

力の基礎を培うことを身につけることができる教育・保育を目指す。 

 

２．教育・保育方針 

   心身共に生き生きと健康で、将来性のある子どもを育成する。 

 

３．教育・保育目標 

 

   「ゆとり」教育・保育で、すくすく、のびのび、みんなにこにこ！ 

 

   ①現在を最も良く生きるための環境を構成する 

～「ゆとり」をベースに～ 

    １）家庭的な環境 

    ２）愛されて、心から安心できる環境 

    ３）安全で健康的な環境 

    ４）家庭との相互理解と綿密な連携がある環境 

 

   ②望ましい未来をつくり出す力の基礎を培う教育・保育を行う 

～「一人ひとり」をベースに～ 

    １）日常の生活リズム（デイリープログラム）を重視した教育・保育 

    ２）基本的な生活習慣を取得する教育・保育 

    ３）健全な心身の発達を促す教育・保育 

    ４）発達過程や時期を踏まえ、ねらいを明確にした適切な行事などの教育・保育 

 

   ③教育・保育の専門性の向上を図る 

～「信頼」を得ることをベースに～ 

    １）職員資質の向上と施設体制の充実 

    ２）保護者及び地域の子育てとの連携と支援 

    ３）地域の社会資源との連携 

    ４）情報公開と法令遵守 

 

４．教育・保育課程と教育・保育計画 

    各園の具体的な教育・保育の実施は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、保育所保

育指針に準拠して定めた、教育・保育課程と各教育・保育計画により実施する。 
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社会福祉法人東の会 

令和５年度事業計画 

（はじめに） 

２００３年の事業開始から２０年が経過しました。福祉を取り巻く環境は大きく変化しましまし

た。特に重要な変化は急激な少子高齢化の進展で、団塊の世代が７５歳以上になる２０２５年問題、

現役世代が急激に減少する一方で高齢者が減少しない人口オーナス問題が大きな壁となって経営危機

のリスクが非常に高まっています。 

国はすでにこの問題の対応が極めて厳しく、大きな国民負担があることを繰り返し示しています。

私たちの福祉事業はこの問題を正面から向き合うことになります。１年後の介護報酬改定に向け本格

的な議論が開始されていますが、物価・人件費高騰を受け経営状況調査が悪化しても、基本報酬の切

り下げを進めるとの情報も聞いています。 

すでに社会福祉法人の経営実態調査では、３割の法人が赤字となっている状態で、今回の物価・人

件費高騰が大きな痛手となり、赤字事業所・法人の増加は明らかです。実際、みたけでも４年度は前

年度から収益が 42％減少と過去最大の落ち込み、すべての事業で収支が悪化しています。特に、事業

開始から初めて介護事業全体で借入返済後は赤字に転落しました。収入の伸びが 1.6％、支出の伸びが

4.6％で、人件費の伸びが 4.6％、事業費事務費とも増加し、エネルギー関連の水道光熱費は 32.5％の

上昇です。現金が目に見えて減少していく、今までに経験していない状況です。このような状況を受

けて、全国社会福祉法人経営者協議会は、経営支援ツールの活用をすすめ、各法人が自ら経営状況を

把握し、早期の経営対策に取組むことを訴えています。 

みたけでは、どのような経営システムが必要であるかを検討し、京セラ稲盛和夫氏の「心の経営シ

ステム・アメーバー経営」を導入し、現在は、理念から実施行動までの全てを組み入れた「経営方針

書」を作成しそれに沿って経営しています。「経営方針書」では 2023年度の具体的な目標とそれを実

現する方策・行動を示しています、経営方針を全職員と共有し、行動してもらうために、法人研修と

アメーバー目標管理を実施しています。 

（5年度の視点） 

令和 5年度では次の点を重点に活動を行ないます。 

１）「2023経営方針書」による経営の実施 

２）令和 5年度重要な経営課題への取組み 

当法人は山積する重要な福祉課題、経営課題を解決するため、法人本部の機能強化を進めています。

法人本部が先頭になって「2023経営方針書」を推進し、理念と理念行動の浸透、職員の「全員理解・全

員参加」を進めます。法人を取り巻く環境が厳しい状況、その状況がより厳しくなる中でも、法人の進

歩と安定と継続を目指します。 

歩みは小さくても良い、どのような状況でも、歩みを止めずに、継続して一歩ずつ高めて行こう、樹

が年輪を刻むような「年輪経営」を進めて行こうと思います。 

関係する全ての方に、令和 5 年度法人の事業計画にご理解とご支援をお願いいたします。  
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法人の   沿革 

 

法人名 社会福祉法人 東の会 

法人所在地 神奈川県相模原市中央区下九沢９８０ 

代表者役職・氏名 理事長 今井徹 

設立年月日 平成１３年１２月１１日 

事業内容 

特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人短期入所事業、老人デイサービスセンター、

保育所、一時預かり事業、認知症対応型老人共同生活援助事業、小規模多機能型居宅介護

事業、幼保連携型認定こども園 

資産の総額 ２０億２２８０万６６０６円(令和 4年 3月 31日時点) 

取引金融機関 相模原市農業協同組合、三菱東京ＵＦＪ銀行 

関連法人 なし 

従業員数 常勤・契約１５９人 パート・派遣１４４人 合計３０３人 (令和 5年 4月) 

沿 
 
 

革 

日 付 内 容 備 考 

平成 13年 12月 11日 法人設立 理事長今井勝子就任  

平成 15年 4月 1日 

特別養護老人ホームみたけ、軽費老人ホームケアハウスみ

たけ、老人短期入所施設みたけ、老人デイサービス、居宅介

護支援センターみたけの開設 

 

平成 16年 2月 24日 理事長今井和敏就任  

平成 20年 4月 1日 南橋本みたけ保育園開設  

平成 21年 4月 25日 理事長今井徹就任  

平成 23年 4月 1日 西橋本みたけ保育園開設  

平成 25年 7月 1日 
上高井戸大地の郷みたけ開設（認知症高齢者グループホー

ム、小規模多機能居宅介護） 
 

平成 25年 7月 1日 杉並大宙みたけ保育園開設  

平成 28年 4月 1日 小町通みたけ保育園開設  

令和 2年 4月 1日 

相模原市 3保育園幼保連携型認定こども園移行 

南橋本みたけこども園（旧南橋本みたけ保育園） 

西橋本みたけこども園（旧西橋本みたけ保育園） 

小町通みたけこども園（旧小町通みたけ保育園） 
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令和 5 年度実施事業 

１．法人本部 相模原市中央区下九沢 980 特別養護老人ホームみたけ内 

 

２．高齢事業 

相模原市下九沢事業所 

事業所名 所在地 開設 定員 備考 

特別養護老人ホームみたけ 相模原市中央区下九

沢 980 

平成 15 年 4 月 50 名  

老人短期入所施設みたけ 同上 同上 20 名  

老人デイサービスセンターみたけ 同上 同上 35 名  

居宅介護支援サービスセンターみ

たけ 

同上 同上 介護 140件  

軽費老人ホームケアハウスみたけ 同上 同上 20 名  

杉並区上高井戸事業所 

事業所名 所在地 開設 定員 備考 

上高井戸大地の郷みたけ（認知症

対応型共同生活介護） 

杉並区上高井戸 2 丁

目 12-1 

平成 25 年 7 月 27 名  

上高井戸大地の郷みたけ（小規模

多機能型居宅介護） 

同上 同上 29 名  

 

３．保育園・幼保連携型認定こども園事業 

相模原市南橋本事業所 

事業所名 所在地 開設 定員 備考 

南橋本みたけこども園 

（旧南橋本みたけ保育園） 

相模原市中央区南橋

本 3 丁目 4-21 

平成 20 年 4 月 101 名  

相模原市西橋本事業所 

事業所名 所在地 開設 定員 備考 

西橋本みたけこども園 

（旧西橋本みたけ保育園） 

相模原市緑区西橋本

2 丁目 20-12 

平成 23 年 4 月 65 名  

杉並区上高井戸事業所 

事業所名 所在地 開設 定員 備考 

杉並大宙（おおぞら）みたけ保育

園 

杉並区上高井戸 2 丁

目 12-30 

平成 25 年 7 月 102 名  

相模原市小町通事業所 

事業所名 所在地 開設 定員 備考 

小町通みたけこども園 

（旧小町通みたけ保育園） 

相模原市中央区小町

通 2 丁目 2-14 

平成 28 年 4 月 79 名  
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中長期計画 

法人では法人理念の実現に向けて、環境特性分析と経営課題の明確化、目標形成と中長期事業計画の

策定の手法を用いて、中長期計画を策定しています。しかし、福祉の課題や環境は日々刻々と変化して

いるため、３年から５年の想定はおろか半年先も見通すことができない状況となっています。そこで、

中長期計画も年度事業の課題と進捗に合わせて毎年見直しを行うこと、単年度の計画に重点を置き、「経

営方針書」の作成を行うことにしました。「経営方針書」の実施に全力を尽し、それを積み重ねていくこ

とが最も良い方法であると考えます。課題解決や目標達成には、職員全員参加が必要です。全ての職員

と課題を共有し、課題解決のチェックによる着実な実現を図ることで、継続的な法人の発展を進めます。 

 

中長期事業計画からの令和 5年度重要な経営課題 

令和 5年度から数年の中で、重点的に取組むべき重要な経営課題とその取組みを行なう。 

対応すべき重要な経営課題への取組み 

重点取り組

みテーマ 

重点取り組みテーマ設定の理由と活動方針 

①全事業で

適正な収

益を確保

する 

１）経営状況 

 全国の社会福祉法人で老人福祉事業主体の法人の赤字割合が 4 割、保育事業主体法

人は 2 割を超えている。中でも相模原市内の従来型特養の 5～7 割が経営赤字となる

事態が、8年以上継続し、行政に改善を訴えているが、対策が放置され全く改善されな

い。 

保育事業では、市区の急激な財政悪化の対策として、報酬削減が進められ、小町通

園の市有地借上げ有料化の決定、杉並園では区単独補助の大幅な削減が実施され 1 園

で 1400万円の収入減となった。さらに、相模原、杉並とも、施設増により待機児ゼロ

を達成し、4 年度は 0 歳児の年度当初入園が定員の半分となる状況となり、大きな収

入減となっている。 

高齢・保育とも職員確保に厳しい状況が継続している。近年、自治体間で福祉人材

の確保競争が進められ、借上げ住宅制度、給与アップを目的とした報酬の有無、奨学

金制度などある自治体と無い自治体で求職者数に大きな開きが出ている。相模原市は

東京都に比べて大きく見劣りする状況が、採用の困難さを発生させている。 

職員採用に紹介会社・派遣職員が必要となり、採用紹介会社手数料が一人当たり百

万円を超え、法人全体で 1 千 2 百万円となっている。職員派遣費用は法人全体で 2千

6百万円となっている。保育は紹介、高齢は派遣がメインになっている。それでも、職

員が充足せず、やむなく、利用者・園児の制限を行う状況も発生している。 

3 年以上に及ぶ新型コロナ感染症により、クラスター発生による利用者制限、入院

拡大による収入減、職員の残業増や慰労手当の支給も実施した。さらに、ウクライナ

戦争後のエネルギー不足によるエネルギー価格高騰からの物価の急激な高騰、物価高

騰からの職員給与アップ圧力などの状況となっている。 

このような状況下でのみたけの 4 年度の収支見込みでは、コロナと物価の緊急対策

により、稼働が低下したにもかかわらず、収入は前年 3年度に比べは、1.6％増 2千 3

百万増となった。支出は、4.6％増 7 千 9 百万円増となり、収支が 42％減 5 千 6 百万

円の減となった。収入の伸びを大きく上回る支出の伸びにより、収益が大幅に低下し
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てしまった。 

支出については、人件費の増が 4.6％4千 5百万円、事業事務費等の増が 10.4％3千

4 百万円、水道光熱費の増が 32.5％1 千 3 百万円、給食費増が 1.5％1 百万円となっ

た。 

全事業で収支が低下しているのが 4 年度の特徴である。高齢事業では、ショートス

テイ・デイサービス・グループホーム・小規模多機能・居宅介護支援での落ち込みが

厳しい結果となり、開設初めて介護事業全体で赤字となった。保育は、全施設で収支

赤字はないが、各園で収益が低下している。介護事業、特にデイサービスの立て直し

を課題として取り組んできたが成果が出せていない、そうしている間に、他の事業も

悪化して、厳しい事態となってしまった。 

２）経営改善の方策 

利用者に来ていただいてこそ収入があり、利用者・保護者に選ばれる施設になるこ

とは当然である。安心してご利用いただくためには、マスコミ報道されているような、

虐待や不適切な介護・保育は絶対に起こしてはならないと取り組んできたが、事業開

始 20年にして初めて職員による利用者虐待が発生し、法人にとって大きな悔いを残す

結果となってしまった。再発防止の徹底と関係者の厳正な処分を実施したが、この事

件を忘れることなく、虐待・権利侵害の根絶、不適切な介護・保育の徹底排除を何よ

りも優先していかなければならない。 

 高齢事業では民間サービスが急激に拡大し続け、すでにサービス量が過大となって

いる。保育事業でも急激な少子化の状況が表面化し、国でも「待機児政策」の終焉を

宣言し、保育園・こども園の今後の在り方の議論が本格化している。このような状況

に対応するには、介護・保育事業とも、利用者・保護者に選ばれる施設になる意識改

革が必要であり、介護・保育の質、サービスの向上に結び付けていく必要がある。 

事業所間競争を前提に選ばれる施設になる意識改革を進めて、自施設の強みを磨い

て、総合的で具体的な介護・保育の質、サービスの向上への取り組みを、継続して進

める必要がある。 

従来、社会福祉法人は行政保護の政策の下にあったため、収益への責任意識が低か

った。そうした考えに決別して、様々な課題に積極的主体的な取り組みが必須である

が、法人内にはまだそうした甘い考えが充満していると感じる。 

具体的な収支改善の検討では各事業の現状分析をしっかりすることが必要になる。

利用者が減少し収入が落ち込んだ、ショートステイ、デイサービス、居宅、グループ

ホーム、小規模多機能事業は利用者増加を積極的に図る必要がある。職員体制が整え

られないことによる利用者制限と利用者減少の両方が起こった保育事業は、利用者を

受け入れる職員体制を整えると同時に利用者増加を進める必要がある。この 2 つのグ

ループは大きな収入増が見込める可能性がある。利用者の受け入れがほぼ上限にとな

っている特養、ケアハウスは利用率低下防止の取り組みを継続する必要がある。 

デイサービスの利用者数が増加しない危機的状況の対応が法人内の対応だけでは改

善が見込めないと判断し、5 年 2 月よりスターコンサルと契約し、経営指導を導入し

改善計画の提示がなされてところである。並行して管理者のコンサル主催の育成プロ

グラムにも加入し、取り組みを成功させる計画である。厳しい状況が改善できないシ
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ョートステイもコンサル主催の育成プログラムを実施することとした。 

これらの事業を含めすべての部門事業所では以下の取り組みを丁寧に実施すること

が必要である。以下の取り組みは小さな成果となるものもあるが、部門事業所数が多

いので全体では大きな成果となるものもある。 

各部署にて収入項目、支出項目の一つ一つを点検し、収入であれば増やせるものは

ないか？と考え、収入では利用者獲得と加算・介護度が重要となる。支出であれば、

減らせる項目はないか？と考えてみる。人件費が支出の 70～80％あるので、これを低

減化させるには、働く仕組みの効率化が必要で、職員の能力区分とタスクシフト（能

力に応じた仕事の分担の徹底）、やらない仕事を見つけ出して省くが重要となる。収入

支出の両方に着目し成果を出せば、効果は最大になる。収入を増やすのが難しければ

支出を着目して成果を上げ、支出を減らすのが難しければ収入を着目して成果を上げ

る。全ての部署で取り組みを行うことが必要である。 

収支の増加を考え上で、職員の人間性とスキルアップの教育は欠かせない。職員の

スキルが低下している状況では、仕事がスムーズにいかないことにより、いつも落ち

着かず、事故やミスも多く、人が足らないと愚痴が出ているだろう、結果利用者が減

少し、収支は増々低下する。職員スキルが向上してくれば、仕事の連携効率化が実現

する、休みも多くなり、職場に笑顔が溢れるだろう、余裕やゆとりも生まれサービス

をもっと高めようとし、利用者がますます多くなる。職場に余裕が生まれ、職員満足

が高まり、退職者が減少し、採用コストが減少し収支が増々増加する。 

国や市区などの財政が悪化している状況による報酬切下げ、福祉への収益を見込ん

だ民間の事業拡大を受けた利用率の悪化、労働人口減少による人材不足による人件費

の上昇、ガソリン、食材価格、水道光熱費など物価高騰により、事業所や法人の経営

悪化は増々深刻さが現実として現れたのが 4年度の状況である。 

来年令和 6 年 4 月に介護報酬改定に向けて議論されているが、議論に参加されてい

る方によると、この状況であっても、報酬のプラス改定は不可能、加算による政策誘

導の厳しい状況との話を聞いている。 

4年度は全事業所・部署の悪化となった、それだけ厳しい状況である。状況が良くな

る外部要因はないが、全国には多くの元気のある事業所が多数ある、利用者に選ばれ、

職員がいきいき働き、ご利用者と地域を元気にし、高収益を上げている事業所がある。

そこから学び、みたけに取り入れて、みたけも元気のある事業所とならなければなら

ない。 

厳しい現状を打破するために、「経営方針書」を策定し、その課題解決に全員が全力

で取り組むことで、全事業で適正な収益を確保し、事業継続基盤を強固なものにする。

このような厳しい状況であっても、法人事業の安定継続と発展を実現し、地域福祉へ

の責任を果たしていく。 

３）中長期視点で事業政策の変更に対応する事業政策の変更に対応する 

社会状況の変化により、事業の施策が日々変更されている。法人運営では、社会福

祉法改変による運営規程の変更、会計監査の導入、法人間の連携及び合併が進められ、

非課税の廃止等の議論もなされている。 

介護事業では介護制度及び報酬改定、保育事業では子ども家庭庁創設、幼児教育制
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度や待機児政策の変更が重要課題である。時間と情報が限られている中でも、これら

の重要な制度改定などの内容を把握し、積極的で的確な対応が必要である。 

法人間の連携及び合併では、国の指針が決定され、合併を推進することが示されて

いる。一方、相模原市内での厳しい経営環境と後継者不足などにより、事業廃止や合

併などの事例が早い時期に出現す可能性もある。 

 高齢保育とも、様々な協議会があり、経営コンサルタントも非常に増加している。

的確な情分析と発信のある組織に加入し情報を獲得し、実践力のあるコンサルタント

の指導も必要となっている。最先端の情報と経営手法を獲得し、法人の 10年後をイメ

ージして、さまざまな事態への対応・取組みを実施する必要がある。 

②求める人

財の確保、

定着、育成

を達成す

る 

福祉人材の不足が強く言われている背景には、労働人口の急激な減少がある。すで

に、人材難が改善されない状況が 10 年以上となり、事業継続困難や廃業も起ってお

り、今後さらに深刻になる。この問題の対応では、 

１）職員の定着＝離職率の低下 

 離職率を 10％以下にする。4年度は法人全体の念離職率が 13.5％から 10.5％と 3％

低下し、目標の 10％以下も目前となった。「安心して働ける職場づくり、働き方改革を

実現する」の取り組みが、成果をあげていると考えている。しかし、事業所によって

は 22％となっているところもあり、離職率が高まることも危惧されるので、対応をさ

らに進めて全職員がいきいきと働く、働きがいのある職場を作らなければならない。 

職員の確保、定着、育成のためには、職場が安心して働ける場所であること、ライ

フワークバランスの達成できる働き方改革を実現することは必須である。それらの実

現のために、国も様々な制度改正を進めている。これらの法改正の趣旨に沿って、規

程、勤怠システム、人事管理、職員配備、業務管理等の改善に取り組んできた。 

職場が安心して働ける場所であること、働き方改革を実現するためには、ハラスメ

ントの禁止、労働時間削減、休日の増加、職場環境の整備、賃金のアップ、個々のラ

イフワークバランス実現など、具体的な取り組みを引き続き進める必要がある。 

 これらの制度の改善は重要であるが、人間関係を良好にする職場風土を良くするこ

とが最も重要である。このため「理念研修」「経営方針書」において、「3つのやさしさ

と 2つの充実」「法人の求める人財」として、職員としての良い考え方、あるべき行動

を示し、みんなで目指し取り組むことで、良い職場風土が醸成していく。 

２）採用力の強化 

 4 年度は 8 月から、法人本部の採用本部の強化を行い、ホームページの改修、求人

パンフレットの改修、スカウティングサイトの契約運用、ＳＮＳサイト（ラインビジ

ネス）の運用を開始した。サイト運用を半年実施したところ、一定の成果があり 6 名

の採用できた。採用者に聞くと、ホームページを確認していて、ホームページがわか

りやすいとの意見を聞くことができきた。ホームページからの直接応募も４人ある。 

 しかし、保育士等の採用では、紹介業者でなければ採用ができない状況が続いてお

り 11名を採用した。特に 1社の採用がほとんどを占める状況に特徴が出ている。介護

は、スカティングサイトからの反響も多くあるが、こちらが求める人材とならないケ

ース、採用後数日で退職するケースなど課題も多い。 

 また、保育では 4 月採用が中心であったが、産休開始、体調不良、職場になじめな
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いなどの年度途中の離職退職により、年度途中で補充が必要となるケースも多くなっ

ている。介護は常に採用が必要な状況もあり、通年・常時採用体制にする必要がある。 

 厳しい採用環境にあっても、みたけの良さをイメージ化（ブランディング）、日々活

動のＳＮＳで発信、就職説明会の参加、インターンシップ、施設見学、リモート面談、

ＰＲ手法のレベルアップ、多様な手段により、みたけが求める人材にみたけを知って

もらう必要がある。また、運営の主軸となってもらう人材として新卒採用の強化も進

めたい。 

 採用手法として、リファラル制度（入職者紹介職員への手当支給 10万円）と紹介入

職者へも入職祝い金（10万円）制度の創設。東京都の介護職員育成校の奨学金返済補

充制度を創設する。 

３）育成の強化と効率化 

 求人が厳しい中、転職が活性化する中で、サービスの質を高めることに難しくなっ

ている。生産性の向上、業務の効率化と連動させて育成の効率化と強化を図っていく。 

 理念・経営方針書の共有化により、同じ基盤（船）に乗る仲間であることを身に着

ける理念研修をビデオで年間通じて行う。 

 職員を経営スタッフ、サービススタッフ、サービス補助スタッフに区分し、身に着

ける内容を区分する。それぞれのサービススキルをいかに効率的に着実に行うかをシ

ステム化する。ビデオを中心に指導内容テキストを作成し、一人で学べる環境を作る。 

４）業務の効率化、ＩＣＴ活用 

事業収益の確保、職員の確保、定着、育成、働き方改革などの実現などの重要課題

の改善には、職員の業務負担の軽減、効率化を進めなければならない。そのためには、

IＣＴの活用が必須である。 

 みたけではこれまでも、最先端技術を業務に取り入れるために、ＩＣＴインフラの

整備と活用を積極的に実施している。特養での夜間見守りなど監視システムの導入、

デイサービスでの職員の情報連携のためのインカムの導入、給食業務のクックチル機

器の導入、特養用の調理済み食材の導入などにより効率化を図っている。保育事業で

も、運営ソフトその導入と活用を進めている。今後も、ＩＣＴ活用、最新技術等を活

用して、全ての業務の効率化を進める。 

５）スタッフ区分の明確化と給与連動 

 業務の効率化を進めるとサービス業務内容が、管理業務、専門性の高い業務、単純

作業に区分され、それぞれの難易度・責任・価値に差が生じてくる。それを給与体系

に反映させて給与連動を明確化する。 

③事業所の

設備・建物

の更新を

行なう 

経年経過による建物や設備の劣化は、ご利用者や園児の健康・生命に重大な影響を

与えるので、緊急対応と計画的な更新が必要である。これらの大型修繕は、多額の費

用が発生する、費用を下げる工夫、補助金の活用、市況価格の動向などにも注視して、

施設・設備の計画的な更新を行なう。 

④新規事業

に取り組

む 

収支予測、人材確保などが厳しい状況下では、新規事業の実施には慎重な判断が必

要であるが、保育事業では 2016 年の小町通みたけ保育園、高齢事業では 2013 年の杉

並事業所から新規事業を実施していない。 

理念の実現、職員の意欲向上、処遇の向上を図るためには、法人のたゆまぬ成長、
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事業拡大が必要であり、法人連携の動きなども含めて、柔軟な発想と法人の強みを生

かして新規事業への取り組みを進める。 

⑤地域貢献

活動に取

組む 

今後も地域の介護・保育・障がいのニーズは継続して拡大していく。相模原市・杉

並区とも保健福祉計画、子育て支援計画において、地域包括ケアシステムの推進や施

設整備の拡充を打ち出している。 

相模原市では、障がい者の高齢化や 8050問題（自宅での引きこもりの方の高齢化問

題）に取り組むために、高齢者と障害者の福祉施策部門を統合させ福祉基盤課とし、

地域包括ケア支援体制の対象の拡大と強化を打ち出している。 

児童の分野では、学童保育の不足や質の向上の問題、障がい児の受け入れ先や家庭

支援の課題、貧困家庭や児童虐待、ヤングケアラーなどがある。障がい者の分野では、

障がい者の高齢化による家庭支援の弱体化や孤立、発達障がいに関わる就学支援や就

労支援などがある。 

地域の中にはさまざまな資源があり、福祉に積極的な風土もある。法人では、地域

ニーズの把握と連携、事業化の可能性検討と実践を拡大していきたい。具体的には、

各部門事業所の職員の発案で、それぞれの強みを生かして、地域と連携した活動を実

施する。法人では、関係勤務の柔軟性や配慮、費用等の負担をすることで、積極的に

進めていく。 

このような活動は法人理念の実現、職員仕事への意欲の向上、経営基盤の強化にも

つながる活動である。みんなが笑顔になる「地域共生社会」の実現に結び付く「地域

貢献活動」への取組を充実させる。 
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事業活動の計画 

１）法人計画 

法人は、「地域福祉」の推進を第 1とし、地域福祉を推進するため、地域との連携の中の「施設」を

位置付けます。２点目は、社会福祉法人の存在性の明確化です。「公共性」「非営利性」「安定性」を保

持、遵守し、地域福祉の中心的な役割を担うことをその基本方針として活動します。 

それらの活動を進めるのは職員一人ひとりです。人材の定着、確保、育成が運営の最重要課題とな

っており、今後もさらに重要になると考えられます。福祉の充実発展に貢献するという法人理念の実

現には、職員が意欲を持って働き続けることも理念に組込んでいます。 

そこで、みたけは「全職員の物心両面の幸福を追求し、福祉の充実・発展に貢献する」ことを理念

に掲げます。そして、「みんなでつくる、みんなの笑顔！」あふれる社会の実現を図ります。 

 

〔活動の基本方針〕 

１）「公共性」「非営利性」「安定性」を保持、遵守し、公共の利益を目的とした活動を行う 

２）地域福祉の担い手として、地域福祉の核となる 

３）行政や地域のさまざまな社会資源と協働して、福祉ネットワークを構築する 

４）地域の福祉ニーズと社会資源とをつなぐ役割を果たす 

５）地域のセイフティーネットの役割を果たす 

６）常に人権尊重の視点で、サービスの質の向上を図る 

７）社会的なルールの遵守を徹底する組織体制を築く 

８）信頼される福祉人材の育成を行う 

 

令和 5年度の運営方針 

①「2023年度経営方針書」による事業実施 

社会福祉法人の環境変化、厳しい状況、今後の変革を乗り越えていき、存続・発展していくためには、

法人を強化しなければなりません。単年度の計画に重点を置き、その実施に全力を尽し、それを積み重

ねていくことが最も良い方法であると考えます。具体的な行動を明確にするために、経営方針書」を作

成しました。課題解決や目標達成には、職員全員参加が必要です。「経営方針書」を全ての職員と共有し、

課題解決のチェックによる着実な実現を図ることで、継続的な法人の発展を進めます。 

②経営会議の実施 

 法人では高齢者福祉事業と児童福祉事業に区分して月例経営会議を実施します。経営指標による

「みたけ経営シート」を使いＰＤＣＡサイクルによる経営状況の確認、改善を行ないます。会議で

は、各事業所の管理者が部門の状況と今後の対策について報告します。これを参加者全員で討議する

ことによって、課題解決の方策を検討実施し、事業計画の着実な実施をすすめます。 

 

別添資料 

①2023年度経営方針書 令和 5年 4月 1日 

 組織図、経営重点取組みシート中長期計画、経営重点改善行動シート、拠点目標シート 

②2023みたけ経営シート 

 

みんなでつくる 

みんなの笑顔！ 
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２）事業計画 

①高齢者事業活動 

高齢者事業においては、4 年度の評価を踏まえて、5 年度事業計画を策定する。 

  者福祉  の 本   

 ） 人福祉      険  所と  の   

 ） の人    活の   支援す    

 ）健康     楽 く 活 き    

 ）  に密着 た 活の支援 行    

 ） 活の場の専門 の   図    

  す   

①利用者 家庭     の     に対応          

② 人 人の利用者の尊厳と権利 擁 す  利用者主体の   

③健康    温  親 みとく ろ だ雰囲気  切にす    

④利用者の の人     切にす    と  あ    

⑤社会  責   たす と  き     の  支援 

 

高齢者施設の方針の説明 

基本方針 活動・介護の方針 説明 

１）老人福祉施設、介護保険事

業所としての施設 

１）高齢者施設・事業所における介護をと

おして、社会福祉法人東の会活動理念

を実現する。 

老人福祉法、介護保険法等の関係法令の趣旨に

沿っているかを考え、法令遵守と「それ以上」を目

指して活動する。 

２）その人らしい生活の実現を支

援する施設 

 

２）利用者、家庭、地域などの介護ニー

ズに対応し、信頼される介護。 

利用者や地域が求めているものに応えているかを

考えて、その具体化を目指す 

３）一人一人の利用者の尊厳と権利を擁

護し、利用者主体の介護。 

利用者の尊厳と権利を守っているかを考えて介護

を行う。 

利用者のニーズを把握し、ケアプラン等に反映し、

それによって介護を行う。 

４）利用者のその人らしさを大切にする、

「ゆとり」ある介護。 

利用者のその人らしさの目線で、介護を考え、疑

問持ち、改善を図る。業務に追われて失いがちな

「ゆとり」ある介護を目指す。 

３）健康で安心して楽しく生活で

きる施設 

５）健康で安全で温かな親しみとくつろい

だ雰囲気を大切にする介護。 

健康で安心して生活できることを基盤に据えなが

らも、家庭的で温かな親しみを大切にして、楽しく

生活できるように配慮する。 

４）地域に密着した生活の支援を

行う施設 

６）社会的な責任を果たすことができる、

地域への介護支援。 

地域のための施設の力を活用し、地域の力を施設

に活用するなど、双方向の協働を行うことで、地域

福祉の中核的な役割を担う。 

５）生活の場の専門性の向上を

図る施設 

７）活動理念を実現するために、能力と

熱意がある人材の確保育成を行う。 

福祉は人がおこなうものである。施設内に限らず

地域も含めて、優秀な人材を確保育成すること

は、施設の重要な役割である。 

「ゆとり介護」で 

その人らしさを大切に！ 
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方針に該当する介護内容と評価項目 

基本方針 活動・介護の方針 説明 評価項目 満足区分 

１ ）老人福

祉施設、介

護 保 険 事

業所として

の施設 

１）高齢者施設・事業

所における介護をと

おして、社会福祉法

人東の会活動理念を

実現する。 

老人福祉法、介護保険法等の関係

法令の趣旨に沿っているかを考え、

法令遵守と「それ以上」を目指して活

動する。 

中長期計画の達成度 

経営目標達成度 

経営会議、所属長会議の実施結果 

新事業の実施結果 

監査結果、行政指導結果 

顧問弁護士、顧問社労士、顧問会計

事務所指導結果 

第三者評価結果 

低所得者対策の結果 

経営満足 

 

 

 

２）その人ら

しい生活の

実現を支援

する施設 

 

２）利用者、家庭、地

域などの介護ニーズ

に対応し、信頼される

介護。 

利用者や地域が求めているものに応

えているかを考えて、その具体化を

目指す 

自己評価、利用者調査結果 

家族会の実施結果 

地域との連絡会の実施結果 

専門家による評価結果 

利用者満

足 

３）一人一人の利用

者の尊厳と権利を擁

護し、利用者主体の

介護。 

利用者の尊厳と権利を守っているか

を考えて介護を行う。 

利用者のニーズを把握し、ケアプラ

ン等に反映し、それによって介護を

行う。利用者の尊厳と権利を守って

いるかを考えて介護を行う。 

苦情解決の結果 

身体拘束廃止の結果 

虐待（的）介護排除の結果 

プライバシーの保護の結果 

利用者満

足 

 

 

４）利用者のその人ら

しさを大切にする、

「ゆとり」ある介護。 

利用者のその人らしさの目線で、介

護を考え、疑問持ち、改善を図る。業

務に追われて失いがちな「ゆとり」あ

る介護を目指す。 

モニタリング、ケアプランの内容評価 

介護内容の見直し結果 

業務改善の結果 

各所属会議の結果 

新しい介護への取組みの結果 

利用者満

足 

３ ）健康で

安心して楽

しく生活で

きる施設 

５）健康で安全で温か

な親しみとくつろいだ

雰囲気を大切にする

介護。 

健康で安心して生活できることを基

盤に据えながらも、温かな親しみを

大切にして、楽しく生活できるように

配慮する。 

事故防止、感染症防止の結果 

重度者ケア、看取りケアの結果 

適切な医療ケアの結果 

緊急時等の対応の結果 

火災、防災対策の結果 

生活環境の見直しの結果 

様々な行事の結果 

利用者の笑顔の結果 

利用者満

足 

４ ）地域に

密着した生

活の支援を

行う施設 

６）社会的な責任を果

たすことができる、地

域への介護支援。 

地域のための施設の力を活用し、地

域の力を施設に活用するなど、双方

向の協働を行うことで、地域福祉の

中核的な役割を担う。 

行政施策への協力結果 

地域、自治会活動の参加結果 

地域ケア推進の活動の結果 

ボランティア活動との連携結果 

利用者満

足 
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介護相談員活動の結果 

施設の貸出しの結果 

５ ）生活の

場 の 専 門

性の向上を

図る施設 

７）活動理念を実現す

るために、能力と熱意

がある人材の確保育

成を行う。 

福祉は人がおこなうものである。施設

内に限らず地域も含めて、優秀な人

材を確保育成することは、施設の重

要な役割である。 

職員笑顔の結果 

職員の充足、採用、離職の結果 

職員育成の結果 

残業時間、休暇取得状況結果 

職員アンケート調査結果 

ライフサイクルに適した就労実施結

果 

人事制度・キャリアパスの実施結果 

資格取得支援結果 

職員満足 

 

5 年度計画 その 1 

基本方針 活動・介護の方針 5 年度計画 

１ ）老人福

祉施設、介

護 保 険 事

業所として

の施設 

１）高齢者施設・事業

所における介護をと

おして、社会福祉法

人東の会活動理念を

実現する。 

①経営会議を継続して開催し、「2023経営方針書」に沿って活動する。 

②コンプライアンスの徹底を図り、基準の遵守を行う。 

法令遵守の徹底や介護報酬の複雑化に対応するため、内部統制のしくみを構築し、

法令順守を確保する。 

２）その人ら

しい生活の

実現を支援

する施設 

 

２）利用者、家庭、地

域などの介護ニーズ

に対応し、信頼される

介護。 

①自己評価、利用者調査は、サービスの内容及び質の努力の方向性を決定するうえでも

重要である。その手法と結果分析、活用の手法については、評価が改善や発展に結び

つくようにする。継続して自己評価を実施する。 

②杉並事業は、地域密着型であり第三者評価の実施も義務付けられている。指導に基づ

いて適切に対応する。 

３）一人一人の利用

者の尊厳と権利を擁

護し、利用者主体の

介護。 

①苦情受付ゼロを目指す。クレーム、苦情の発生が少しの気遣いで防げることも多い。多

数の視点で問題点を発見し、事前にクレームや苦情の未然防止に努める。また、利用者

から指摘されるまでミスに気がつかないことがあるので、全職員がチェック意識を高める

必要がある。 

②利用者の尊厳と権利を守る活動は、ＯＪＴの重要な課題である。指導的な職員が意識し

て、会議やミーティングなどの時に、ディスカッションやワークショップなどを通じて、気づ

き能力を高めていく。 

プライバシーへの配慮、身体拘束廃止、虐待的行動の廃止を進めることは、ケアの質

の向上には欠かせない。職員研修などを通じてケアの質の向上の取組みを行う。 

４）利用者のその人ら

しさを大切にする、

「ゆとり」ある介護。 

①ケアプラン作成を現場主体で多職種連携により作成している。プランと介護が連携し効

果を上げてきている。介護力向上の取組みの中でケアプランシステムと実践の充実を図

る。また、その人らしさをプランに反映し、笑顔になる介護を目指す。 

②自立支援介護に取り組みを継続する。排泄検討会議、口から食べるの推進、認知症ケ

アの手法の推進を柱として実施する。施設内に介護力向上委員会を設置して、介護力

の向上の継続を図る。 
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介護の内容ついては、ケアプランの充実、自立支援、認知症ケア、医療的ケア、看取

りの５点を重点として取組む。 

③機能訓練は看護職員を主体にその取り組み実施している。介護士と機能訓練士が連携

し、評価と機能訓練の一層の充実を進める。ご利用者が笑顔になり、元気になり、生活を

楽しみにしていただけるように、「心身機能」「活動」「参加」に考慮した支援を行う。 

④食事は利用者の楽しみであるが、ご利用者の思いに沿えないケアとなってしまいやす

い。口から食べるの推進、自立支援介護、介護力向上の取組みの中での取組みを行う。

誤嚥性肺炎の危険もあり、安全性にも十分配慮して食べること実施する。 

   嚥下咀嚼機能維持強化への取組みは口腔ケア、義歯の適正化、食事の姿勢等も重

要な課題であるので、歯科医師、ＳＴ、歯科衛生士等との連携をさらに充実させ、個別機

能訓練として位置付けて実施する。 

⑤杉並事業所は、地域密着型介護、認知症対応型介護である。基準遵守にとどまらず、積

極的な取り組みを行って、地域連携を含めて、新しい介護方法の構築に引き続き取り組

む。 

３ ）健康で

安心して楽

しく生活で

きる施設 

５）健康で安全で温か

な親しみとくつろいだ

雰囲気を大切にする

介護。 

①介護事業所としての役割を果たすために、医療的ケアの充実は重点課題である。介護

職員の医療的行為の対象者も特養のみから一般者に広げられた。今後も研修を充実さ

せて、安全でレベルの高い介護職員の医療行為の体制を進めて行く。    

②嘱託医、提携病院、看護職員、介護職員の連携体制をさらに充実させ、適切な医療的

ケア、受診、入退院、緊急処置の実施できる体制を継続する。 

また、杉並事業所でも事業所に適した医療と介護の連携体制を充実させる。 

③市区への報告事故ゼロを目指す。毎月リーダーによる検討会が開催されているので、課

題を抽出し意識付けを行い事故防止に努める。また、未経験の職員が多くなっているこ

ともあるので、研修体制の整備を進める。 

④重度化対応や看取りに対しては、「平穏死のすすめ」などのようなイメージが職員間で共

有ができ、長年の取組みが定着してきている。今後も、医療的なケアの内部研修などの

ディスカッションと通じて、さらに理解を深め、スキルを上げていく。さらに、嘱託医や提携

病院との連携、ご家族との話し合い、折を見てのご利用者の気持ちの確認などを通じ

て、みたけの看取りの形を、全職員参加で進める。 

   杉並事業所も、看取りの体制について検討を行ない、実施の体制づくりをさらに進め

る。 

⑤火災、防災、防犯対策は、福祉施設の悲惨な事故が多発していることによりその計画訓

練が重要となっている。大規模災害の調査から被災後の緊急対応から事業継続（ＢＣ）

の策定が必要となっており、福祉施設が福祉避難所機能を発揮することも地域住民の大

きな安心となる。 

ＢＣＰ、福祉避難所運営を計画に盛り込むとともに、必要となる地域住民との連携、他

地域との広域連携なども検討し、計画を策定し、訓練検証を行う。 

４ ）地域に

密着した生

活の支援を

行う施設 

６）社会的な責任を果

たすことができる、地

域への介護支援。 

①地域ケア相談室活動は、法人理念の根幹をなし、みたけの重要な柱になっている。活動

を継続し、さらに効果的な活動を進める。 

②ボランティアとの連携は、法人理念の共有化活動とともに、今後も職員意識の向上を図

り、全職員参加による、地域ケア活動を進める。 
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③地域の福祉資源となる、さまざまな地域ケアの推進者を育成支援は、地域ケア活動の重

要な要素である。さらに、支援を進めて、地域ケア推進者の育成を行う。また、自治会や

地域の様々なグループとの連携や支援も進めていく。 

５ ）生活の

場 の 専 門

性の向上を

図る施設 

７）活動理念を実現す

るために、能力と熱意

がある人材の確保育

成を行う。 

①離職率の 10％以下を目指して、引き続いて対応をとっていく。若い女性が多いので、結

婚や出産などの理由により退職の増加が懸念される。仕事が続けていけるように、育児

子育てへの対応を進めていく。 

②キャリアパス制度を研修制度、評価制度と一体的に運用するシステムを構築し、制度運

用を適切に進め、処遇改善加算などに対応し職員育成制度の充実を図る。キャリアパス

制度を効果のあるものとして、さらに進めて、みたけ OJT プログラムを全職員が取り組

む。「みんなで成長する」目指して、レベルを高め、キャリアアップを図る。 

③職員資質の向上と資格取得を推進する。継続して、介護福祉士、実務者研修、認知症

実践者研修等の取得支援を行う。また、介護職員キャリアパス支援として、介護支援線

専門員の資格取得支援、厚生労働省の方針にある「認定介護福祉士」などの先駆的な

取り組みも積極的に進める。 

介護力向上委員会を通じて職員育成を図る研修、機能訓練の研修、医療的ケア、感

染症の研修も充実させる。このような研修は、特に OJTの充実によりレベル向上を図る。 

④外部研修にも積極的に派遣して、介護の考え方を学ぶ機会を増やことも重要である。研

修に参加した職員は、研修の報告の回覧をおこない、さらに、ユニット内で学んだことを

伝え合うなどして意見を伝えて、職員間の意識の統一を図る。 

⑤出産、子育てによる出産、育児休暇復帰の職員を支援し、その増加に努める。実質定年

制廃止の制度運用を行ない、定年後も安心して働き続けることができるようにする。各職

員の状況や就労の希望に沿った配属やシフトへの配慮を行う。 

働き方改革、ライフサイクルを支援する、働きやすい職場作りに努める。各自のライフ

プランに合わせて、結婚、子育て、病気、介護、継続就労などに対応した就労環境を構

築し、生活のさまざま困難があってもやめなくてもよい職場を作る。同時に、人件費増大

が経営悪化を招かないように、人員配備や業務の見直しをおこなう。 

⑥職員の心身の健康保持に留意した支援の方策、労災事故防止策について取組む。 

⑦能力や年齢に適合した、多様な働き方の職場を作り、それを組み合わせて、施設ケア、

地域ケアの実践力となる育成システムを発展させる。 

介護未経験者、中高年労働力、障がい者雇用をすすめて、多様な職員の受入れ、育

成、活用を進める。 

⑧新規に介護職員を目指す方の支援のため、介護人材育成事業者の初任者研修等の開

催を支援し、人材の確保育成を行う。 

⑨職員が外部から評価され、地域で活躍する人材となるような支援を行う。 

 

5 年度計画 その２ 

基本方針 活動・介護の方針 評価項目 5 年度計画 

１ ）老人福

祉施設、介

１）高齢者施設・事業

所における介護をと

中長期計画の達成度 中長期計画に沿って実施する 

経営目標達成度 事業計画・経営方針書に沿って実施する 
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護 保 険 事

業所として

の施設 

おして、社会福祉法

人東の会活動理念を

実現する。 

経営会議、所属長会議の実施結果 経営会議、所属長会議を実施する 

新事業の実施結果 地域の公益的な新事業を計画実施する 

監査結果、行政指導結果 

顧問弁護士、顧問社労士、顧問会計

事務所指導結果 

指摘がないように適正に実施する 

第三者評価結果 杉並事業所で実施する 

低所得者対策の結果 社会福祉法人減免を実施する 

生活保護の方の受入を行う 

２）その人ら

しい生活の

実現を支援

する施設 

 

２）利用者、家庭、地

域などの介護ニーズ

に対応し、信頼される

介護。 

自己評価、利用者調査結果 継続して評価調査を行う。内容により取り組めると

ころから改善を行う 

家族会の実施結果 各事業とも年 1回程度は実施する 

地域向け活動の実施結果 計画により実施する 

専門家による評価結果 顧問弁護士、顧問社労士、顧問会計事務所に運

営を確認してもらう 

３）一人一人の利用

者の尊厳と権利を擁

護し、利用者主体の

介護。 

苦情解決の結果 苦情ゼロを目指す 

身体拘束廃止の結果 身体拘束は実施しない 

虐待（的）介護排除の結果 不適切なケアの撲滅を目指す 

プライバシーの保護の結果 プライバシーの保護を徹底する、 

４）利用者のその人ら

しさを大切にする、

「ゆとり」ある介護。 

モニタリング、ケアプランの内容評価 さらに充実したモニタリング、ケアプランの作成を

目指す 

介護内容の見直し結果 介護内容を適宜見直す 

業務改善の結果 効率的な運営と利用者満足を進める 

各所属会議の結果 会議を実施する 

新しい介護への取組みの結果 研修参加を継続し、さらに進める 

３ ）健康で

安心して楽

しく生活で

きる施設 

５）健康で安全で温か

な親しみとくつろいだ

雰囲気を大切にする

介護。 

事故防止、感染症防止の結果 重大事故（市・区への報告事故）をゼロするように

取り組む 

重度者ケア、看取りケアの結果 研修をはじめ積極的に取り組む 

適切な医療ケアの結果 介護職員のレベル向上のＯＪＴ、新職員の研修に

取り組む 

緊急時等の対応の結果 訓練、研修に取り組む 

火災、防災対策の結果 訓練、研修に取り組む 

生活環境の見直しの結果 生活環境を見直す 

様々な行事の結果 多様な行事を行う 

利用者の笑顔の結果 笑顔が出るように取り組む 

４ ）地域に

密着した生

活の支援を

行う施設 

６）社会的な責任を果

たすことができる、地

域への介護支援。 

行政施策への協力結果 地域包括ケア、地域共生への取り組みを行う 

地域、自治会活動の参加結果 塚場、中の原、加藤原、宮の上団地、南橋本、西

橋本、上高井戸等各自治会との連携、横山地区

連合会と連携を行う 
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地域ケア推進の活動の結果 地域ケア相談室活動をおこなう、地域の困難ケー

スの支援を行う、地域包括センターと連携して活

動する 

ボランティア活動との連携結果 積極的にボランティアを受入れ、また、支援する 

介護相談員活動の結果 相談員を受入れ、連携を図る 

施設の貸出しの結果 積極的に貸し出しを行う 

５ ）生活の

場 の 専 門

性の向上を

図る施設 

７）活動理念を実現す

るために、能力と熱意

がある人材の確保育

成を行う。 

職員笑顔の結果 さらに取組みを行う 

職員の充足、採用、離職の結果 採用から育成、定着のプランを作成し、改善を図る 

職員育成の結果 採用から育成、定着のプランを作成し、改善を図る 

残業時間、休暇取得状況結果 残業を減少させ、休暇などの取得を進める 

職員アンケート調査結果 調査の結果課題の改善を図る 

ライフサイクルに適した就労実施結

果 

ライフサイクルを支援する 

人事制度・キャリアパスの実施結果 採用から育成、定着のプランを作成し、改善を図る 

資格取得支援結果 継続して取得支援に取り組む 
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②教育・保育事業活動 

教育・保育事業においても、4 年度の評価を踏まえて、5 年度事業を策定する。 

教   童福祉  の   

 ）教   童福祉  と  の   

 ）家庭との  の下に  と教  お      

 ）健康   に楽 く 活 き    

 ）  に密着 子  支援 行    

 ）教    の専門 の   図    

  す教     

①子供 家庭     場  の   に対応       教     

② 人 人の子供  切に た将  見据 た教     

③健康    温  親 みとく ろ だ雰囲気  切にす 教     

④子供に人  あふ た感    た に     と  のあ 教     

⑤社会  責   たす と 出      の教    支援  

 

保育園・こども園の方針の説明 

基本方針 活動・教育・保育の方針 説明 

１）教育・児童福祉施設としての

施設 

１）園における教育・保育をとおして、社

会福祉法人東の会活動理念を実現す

る。 

児童福祉法、子ども・子育て支援法等の関係法令

の趣旨に沿っているかを考え、法令遵守と「それ

以上」を目指して活動する。 

２）家庭との連携の下に養護と教

育をおこなう施設 

 

２）子供、家庭、地域、職場などのニーズ

に対応し、信頼される教育・保育 

保護者等のニーズを把握し、それを反映させた教

育・保育を実施する。 

家庭と十分連携をとって教育・保育を行っている。 

３）一人一人の子供を大切にした将来を

見据えた教育・保育 

一人一人の発達段階に応じて、子どもの特徴を理

解し、それを、教育・保育課程、教育・保育計画等

に反映し、それによって教育・保育を実施してい

る。 

３）健康で安全に楽しく生活でき

る施設 

 

４）健康で安全で温かな親しみとくつろい

だ雰囲気を大切にする教育・保育 

一人一人の健康状態や安全に十分配慮し教育・

保育を行っている 

管理的でない状況で教育・保育を行っている 

５）子供に人間性あふれた感性を育むた

めに必要な「ゆとり」のある教育・保育 

家庭的なゆったりとした雰囲気の中で、のびのびと

過ごしている。 

遊び、運動、音楽、言語、自然などの活動を楽しく

行っている。 

他の保護者、お年寄り、地域の方などとも交流して

いる。 

４）地域に密着し子育て支援を

行う施設 

６）社会的な責任を果たすことが出来る

教育・保育   

地域のための施設の力を活用し、地域の力を施設

に活用するなど、双方向の協働を行うことで、地域

福祉の中核的な役割を担う。 

「ゆとり保育」で 

すくすく、のびのび、みんなにこにこ！ 
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地域の方のニーズに応じて、必要な時に必要な教

育・保育環境を提供する 

地域子育ての推進のための活動をおこなう 

５）教育・保育の専門性の向上を

図る施設 

７）活動理念を実現するには、能力と熱

意がある人材の確保育成が必要である。 

教育・福祉は人がおこなうものである。施設内に限

らず地域も含めて、優秀な人材を確保育成するこ

とは、施設の重要な役割である。 

 

方針に該当する教育・保育内容と評価項目 

基本方針 活動・教育・保育の

方針 

説明 評価項目 満足区分 

１）教育・児

童 福 祉 施

設としての

施設 

１）保育園・こども園に

おける教育・保育をと

おして、社会福祉法

人東の会活動理念を

実現する。 

児童福祉法、子ども・子育て支援法

等の関係法令の趣旨に沿っているか

を考え、法令遵守と「それ以上」を目

指して活動する。 

中長期計画の達成度 

経営目標達成度 

経営会議、所属長会議の実施結果 

新事業の実施結果 

監査結果、行政指導結果 

顧問弁護士、顧問社労士、顧問会計

事務所指導結果 

第三者評価結果 

低所得者対策の結果 

経営満足 

 

 

 

２）家庭との

連携の下に

養護と教育

をおこなう

施設 

 

２ ）子供、家庭、地

域、職場などのニー

ズに対応し、信頼され

る教育・保育 

保護者等のニーズを把握し、それを

反映させた教育・保育を実施する。 

家庭と十分連携をとって教育・保育

を行っている。 

自己評価、利用者調査結果 

保護者向け活動の実施結果 

地域向け活動の実施結果 

苦情解決の結果 

専門家による評価結果 

利用者満

足 

３）一人一人の子供を

大切にした将来を見

据えた教育・保育 

一人一人の発達段階に応じて、子ど

もの特徴を理解し、それを、教育・保

育課程、教育・保育計画等に反映

し、それによって教育・保育を実施し

ている。 

教育・保育課程、教育・保育計画の

内容評価 

教育・保育内容の見直しの結果 

各所属会議の結果 

新しい教育・保育への取組みの結果 

発達障がいの対応の結果 

児童虐待・不適切保育対応の結果 

プライバシーの保護の結果 

利用者満

足 

 

 

３ ）健康で

安全に楽し

く生活でき

る施設 

 

４）健康で安全で温か

な親しみとくつろいだ

雰囲気を大切にする

教育・保育 

一人一人の健康状態や安全に十分

配慮し教育・保育を行っている 

管理的でない状況で教育・保育を行

っている 

事故防止、感染症防止の結果 

適切な医療対応、アレルギー児対応

の結果 

緊急時等の対応の結果 

火災、防災対策の結果 

生活環境、食事の見直しの結果 

利用者満

足 

５）子供に人間性あふ 家庭的なゆったりとした雰囲気の中 様々な活動の結果 利用者満
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れた感性を育むため

に必要な「ゆとり」のあ

る教育・保育 

で、のびのびと過ごしている。 

遊び、運動、音楽、言語、自然など

の活動を楽しく行っている。 

他の保護者、お年寄り、地域の方な

どとも交流している。 

様々な行事の結果 

業務改善の結果 

園児・保護者の笑顔の結果 

足 

４ ）地域に

密着し子育

て支援を行

う施設 

６）社会的な責任を果

たすことが出来る教

育・保育   

地域のための施設の力を活用し、地

域の力を施設に活用するなど、双方

向の協働を行うことで、地域福祉の

中核的な役割を担う。 

地域の方のニーズに応じて、必要な

時に必要な教育・保育環境を提供す

る 

地域子育ての推進のための活動を

おこなう 

地域子育て支援の結果 

行政施策への協力結果 

地域、自治会、社会福祉協議会等活

動の参加結果 

地域子育て資源との連携結果 

ボランティア活動との連携結果 

施設の貸出しの結果 

 

利用者満

足 

５）教育・保

育 の 専 門

性の向上を

図る施設 

７）活動理念を実現す

るには、能力と熱意が

ある人材の確保育成

が必要である。 

福祉は人がおこなうものである。施設

内に限らず地域も含めて、優秀な人

材を確保育成することは、施設の重

要な役割である。 

職員笑顔の結果 

職員の充足、採用、離職の結果 

職員育成の結果 

残業時間、休暇取得状況結果 

職員アンケート調査結果 

ライフサイクルに適した就労実施結

果 

人事制度・キャリアパスの実施結果 

資格取得支援結果 

職員満足 

 

5 年度計画 その１ 

基本方針 活動・教育・保育の

方針 

5 年度計画 

１）教育・児

童 福 祉 施

設としての

施設 

１）保育園・こども園に

おける教育・保育をと

おして、社会福祉法

人東の会活動理念を

実現する。 

①経営会議を継続して開催し、「2023経営方針書」に沿って活動する。 

②コンプライアンスの徹底を図り、基準の遵守を行う。 

法令遵守の徹底や保育事業報酬の複雑化に対応するため、内部統制のしくみを構築

し、法令順守を確保する。 

２）家庭との

連携の下に

養護と教育

をおこなう

施設 

 

２ ）子供、家庭、地

域、職場などのニー

ズに対応し、信頼され

る教育・保育 

①利用者ニーズの把握と自己評価等をいっそう進め、教育・保育の質の向上に努める。 

②保護者の懇談の機会をできるだけ設ける。個別的な配慮において、家庭との連携を十

分に取って進める。 

③日常の子どもの状況把握の努め、教育・保育に反映することをさらに進める。メールシス

テムなども効果的に活用し、より利用しやすいシステムの改良をすすめる。 

④苦情、クレームの気づく指導と初期対応について、ＯＪＴにより職員レベルの向上を図る。

苦情が園内で解決できない事例などは、他機関との連携で解決の方策を進める。 
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⑤地域の福祉活動、自治会活動、学校等と積極的な連携を図っていく。 

３）一人一人の子供を

大切にした将来を見

据えた教育・保育 

①保育園・こども園運営ソフト等の改善を進め、教育・保育計画のレベル向上と職員間の共

有を進める。 

②気になる子どもの対応は、ワンダートンネルや関係機関と連携して取組みを進める。 

③外部講師研修を進める。 

④就学支援については、地域の特性や学校の特性に配慮して、積極的な連携を行う。 

⑤園の食事については、従来からの取組みを進めてより良い支援を行う。 

３ ）健康で

安全に楽し

く生活でき

る施設 

 

４）健康で安全で温か

な親しみとくつろいだ

雰囲気を大切にする

教育・保育 

①事故防止は、施設全体で事故撲滅を目指して活動する。重大な事故は子どもの将来に

大きな影響を与えてしまうので、絶対に起こさない取組みを徹底する。事故の状況を分

析し、ＯＪＴにより、どのように対応すれば回避できたのか、軽減できたのか、事故後の対

応はどうであったかなどを、該当職員はもちろん、全職員が考えるようにする。 

毎月に点検を行われているが、報告だけになり、改善へと進まないことや物品の片付

けや修理などがおろそかになってしまう場合もある。身近な日常点検をしっかり行うこと

が、事故防止のスタートであることを認識して、事故防止活動を進める。 

事故後の応急処置が誰でもが適切にできるように OJT、外部研修の機会を設けて、ス

キル向上を図る。感染症の対応も同様に進める。 

②食事の提供方法について、みたけの食事提供の方式により、部門間の連携がスムーズ

にできている。食事は、楽しい保育に欠かせない要素で、保護者との関心も高い。食事

を題材として、保護者との話題が弾むような教育・保育環境を育成する。 

③園医、園歯科医、子どもの主治医等との連携を図り、日常の健康管理、感染症、病気の

対応などを具体的に行う。保護者面談により正確な情報を収集し、職員間での共有を徹

底し、間違いのない対応を行う。杉並大宙園は、看護師の配備ができているので、専門

性を高め医療との連携をより進める。 

④東京都、杉並区、東京都福祉保健財団、神奈川県、相模原市、神奈川県社会福祉協議

会、園長会、相模原保育連絡協議会、保育士会、公立園、近隣園との連機を行い、子ど

も達が安心して安全に過ごせるように、さまざまな運営体制との連携を図る。 

⑤火災、防災、防犯対策は、福祉施設の悲惨な事故が多発していることによりその計画訓

練が重要となっている。大規模災害の調査から被災後の緊急対応から事業継続（ＢＣ）

の策定が必要となっており、福祉施設が福祉避難所機能を発揮することも地域住民の大

きな安心となるので、計画と準備を行う。 

５）子供に人間性あふ

れた感性を育むため

に必要な「ゆとり」のあ

る教育・保育 

①運動系の活動は、女性保育士がほとんどで保育室や園庭が狭い保育環境の中では十

分な活動ができにくい状況もある。体力面の低下や運動機能の低下傾向が危惧されて

いるなかで、保護者希望でも、活発に戸外で運動させてほしいとの要望が多い。戸外活

動の機会多く作るよう配慮する。 

外部のスポーツ指導者又は育成した内部職員によるスポーツ指導者によるスポーツ

教室等を継続的な活動として、各園の特徴に合わせて実施する。 

②子どもにとって触れ合う機会がすくなくなっているお年寄りの交流を継続的に行なうこと

で、子どもとお年寄りの相互に、良好な体験となる。細かな配慮に留意して、さらに活動

を高めていく。 

   特に、杉並大宙保育園は、高齢者施設と合築施設であるので、介護職員と保育士が
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連携して、日常的な交流やふれあいに工夫をして活動を行う。 

③植物や虫などの小さな自然を通じた活動を継続する。4園とも、広々とした自然環境が少

ないが、屋内園庭、屋上園庭、近隣の公園、園バスの活用など、各園で工夫をして、自

然と触れ合う経験を積ませるようにする。 

④保護者からの戸外活動や園バスを使った園外活動に対する要望が多い。園付近には十

分な自然や施設が少ないので、各園は、園バスの活用や散歩を通じて、さまざまな経験

を積ませるようにする。園バス派遣と運転手は高齢者事業所と連携するなど、工夫して活

動を広げる。 

   園バス・園外保育での置き去り事故は子どもの生命にかかわる事故であり、国からも対

応基準等が示されているので、マニュアルの徹底により事故を防止する。 

⑤園の活動は、子どもの発達に応じて、さまざまな経験を積ませることが必要である。特に、

日本の伝統的な行事は心の育成にも重要である。バランスのとれた教育・保育に注意し

て多様性のある活動を行う。 

⑥園の本の貸し出し事業は、子どもや保護者が楽しみにしている大切な取り組みである。

絵本などを充実させて、取り組みを進めて行く。 

４ ）地域に

密着し子育

て支援を行

う施設 

６）社会的な責任を果

たすことが出来る教

育・保育   

①子育て広場事業や体験学習、実習生受け入れは、大切な地域連携事業、教育・保育の

運営基盤、教育・保育の質向上の事業である。各園とも、園の教育・保育に配慮した上

で事業の拡充に努める。 

②地域の保育ニーズの把握やその実施については継続して進めていく。地域のニーズを

くみ上げ活動を行なう。保育料の無償化、保育園・こども園の近隣での新規設置や増

設、子ども園への制度移行などに対応するため、地域に保育園・子ども園を知ってもらう

活動も重要になっている。法人本部や高齢の地域ケア活動とも連携し、地域教育・保育

の支援の活動を進める。 

③園内だけでなく、園外に目をむけた活動ができる職員を育成する。また、外部で法人理

念の共有できる福祉資源との連携を図る。 

５）教育・保

育 の 専 門

性の向上を

図る施設 

７）活動理念を実現す

るには、能力と熱意が

ある人材の確保育成

が必要である。 

①離職率は、目標の 10％以下となるように引き続いて対応をとっていく。若い女性が多い

ので、結婚や出産などの理由により退職の増加が懸念される。仕事が続けていけるよう

に、育児子育てへの対応を進めていく。 

②キャリアパス制度を研修制度、評価制度と一体的に運用するシステムを構築し、制度運

用を適切に進めている、処遇改善加算Ⅱなどに対応し職員育成制度の充実を図る。キ

ャリアパス制度を効果のあるものとして、さらに進めて、みたけ OJTプログラムを全職員が

取り組む。「みんなで成長する」目指して、レベルを高め、キャリアアップを図る。 

③新しい職員が増加し、初めての年齢を担任する保育士・保育教諭も多くなっている。人

間関係が落ちつかないことが、ストレスにム繋がることがないように留意する。みたけ OJT

プログラムの実施により、しっかりと成長できるシステムを作る。 

また、外部研修にも積極的に派遣して、教育・保育の考え方を学ぶ機会を増やすこと

も重要である。研修に参加した職員は、研修の報告をまとめて、回覧をおこない、さら

に、クラス内、園内で学んだことを伝え合うなどして意見を伝えて、保育士・保育教諭間

の教育・保育意識の統一を図る。 

各園とも新採用や若い職員が多いので、保育園・こども園の共通イメージづくりについ
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て、園長を中心に十分に話合って、意思疎通を深めていく。 

④出産、子育てによる出産、育児休暇復帰の職員を支援し、その増加に努める。実質定年

制廃止の制度運用を行ない、定年後も安心して働き続けることができるようにする。各職

員の状況や就労の希望に沿った配属やシフトへの配慮を行う。 

働き方改革、ライフサイクルを支援する、働きやすい職場作りに努める。各自のライフ

プランに合わせて、結婚、子育て、病気、介護、継続就労などに対応した就労環境を構

築し、生活のさまざま困難があってもやめなくてもよい職場を作る。同時に、人件費増大

が経営悪化を招かないように、人員配備や業務の見直しをおこなう。 

 

5 年度計画 その２ 

基本方針 活動・保育の方針 評価項目 5 年度計画 

１）教育・児

童 福 祉 施

設としての

施設 

１）園における教育・

保育をとおして、社会

福祉法人東の会活動

理念を実現する。 

中長期計画の達成度 中長期計画に沿って実施する 

経営目標達成度 事業計画に沿って実施する 

経営会議、所属長会議の実施結果 実施する  

新事業の実施結果 公益的な新事業を計画する 

監査結果、行政指導結果 

顧問弁護士、顧問社労士、顧問会計

事務所指導結果 

指摘がないように適正に実施する 

第三者評価結果 6年度に杉並園で実施する 

低所得者対策の結果 制度により実施する 

２）家庭との

連携の下に

養護と教育

をおこなう

施設 

 

２ ）子供、家庭、地

域、職場などのニー

ズに対応し、信頼され

る教育・保育 

自己評価、利用者調査結果 各園の実情に合わせて積極的に実施する。 

保護者会の実施結果 教育・保育参観などを通じて年 1～2回実施する 

地域向け活動の実施結果 計画により実施する 

苦情解決の結果 苦情ゼロを目指す 

専門家による評価結果 顧問弁護士、顧問社労士、顧問会計事務所に

運営を確認してもらう 

３）一人一人の子供を

大切にした将来を見

据えた教育・保育 

教育・保育課程、教育・保育計画の内

容評価 

園内で振り返り評価する 

教育・保育内容の見直しの結果 園内で振り返り評価する 

各所属会議の結果 計画により実施する 

新しい教育・保育への取組みの結果 園内で話し合いって取り組む 

発達障害の対応の結果 ＮＰＯワンダートンネルにより、臨床心理士等とケ

ース会議を行い教育・保育する 

相模原市、杉並区と連携して支援する 

児童虐待対応の結果 相模原市、杉並区と連携して対応する 

プライバシーの保護の結果 プライバシーの保護を徹底する、 

３ ）健康で ４）健康で安全で温か 事故防止、感染症防止の結果 継続して積極的に取り組む 



 29 

安全に楽し

く生活でき

る施設 

 

な親しみとくつろいだ

雰囲気を大切にする

教育・保育 

適切な医療対応、アレルギー児対応の

結果 

継続して積極的に取り組む 

緊急時等の対応の結果 訓練、研修に取り組む 

火災、防災対策の結果 訓練、研修に取り組む、火災、地震、水害、土砂

災害などすべてに適応したＢＣＰ作成を行う 

生活環境、食事の見直しの結果 生活環境、食事を適宜見直す 

５）子供に人間性あふ

れた感性を育むため

に必要な「ゆとり」のあ

る教育・保育 

様々な活動の結果 継続して積極的に取り組む 

様々な行事の結果 継続して積極的に取り組む 

業務改善の結果 継続して積極的に取り組む 

園児・保護者の笑顔の結果 継続して積極的に取り組む 

４ ）地域に

密着し子育

て支援を行

う施設 

６）社会的な責任を果

たすことが出来る教

育・保育   

地域子育て支援の結果 継続して積極的に取り組む 

行政施策への協力結果 継続して積極的に取り組む 

地域、自治会活動の参加結果 継続して積極的に取り組む 

地域子育て資源との連携結果 さらに取組みを行う 

ボランティア活動との連携結果 さらに取組みを行う 

施設の貸出しの結果 さらに取組みを行う 

５）教育・保

育 の 専 門

性の向上を

図る施設 

７）活動理念を実現す

るには、能力と熱意が

ある人材の確保育成

が必要である。 

職員笑顔の結果 さらに取組みを行う 

職員の充足、採用、離職の結果 採用から育成、定着、さらに取り組みを行う 

職員育成の結果 採用から育成、定着のプランを作成し、改善を図

る 

残業時間、休暇取得状況結果 残業を減少させる、休暇などの取得をすすめる 

職員アンケート調査結果 課題の改善を図る 

ライフサイクルに適した就労実施結果 課題の改善を図る 

人事制度・キャリアパスの実施結果 採用から育成、定着のプランを作成し、改善を図

る 

資格取得支援結果 採用から育成、定着のプランを作成し、改善を図

る 

 

 

 


